
金融監督にあたっての留意事項について －事務ガイドライン（第２分冊：保険会社関係）－ 

現  行 改 正 案 

 

３－３ 損害保険会社の経理処理 

損害保険会社の適正な経理処理に当たって、留意すべき事項は次のとおり。 

 

３－３－１～３－３－１０ 

（略） 

 

（新設） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（新設） 

 

 

 

３－３ 損害保険会社の経理処理 

損害保険会社の適正な経理処理に当たって、留意すべき事項は次のとおり。 

 

３－３－１～３－３－１０ 

（同左） 

 

３－３－１１ 大規模自然災害ファンドの計算 

 平成１０年大蔵省告示第２３２号第１条の２に規定する大規模自然災害フ

ァンドの計算に当たって留意すべき事項は以下のとおり。 

⑴ 損害保険料率算出機構が元受契約に係る大規模自然災害リスクに対応す

るリスクカーブを算出するモデル（以下「大規模自然災害モデル」という。）

を用いる等合理的なリスクモデルを用いて計算されているか。 

 

⑵ 再保険に付した部分を控除するに当たっては、リスクの実態に応じて、

例えば、以下のいずれかに該当するような合理的な手法により計算されて

いるか。その際、再保険に付した部分の中に保険引受リスクの移転を伴わ

ない部分がある場合は、実質的な再保険回収効果に対応した控除額として

いるか。 

 ① 大規模自然災害モデルのリスクカーブに再保険効果を反映させて、推

定正味支払保険金に対応するリスクカーブを算出し、これを用いて大規

模自然災害ファンドの計算を行う。 

 ② 出再保険料を基礎として再保険に付した部分の割合を計算し、これを

控除する。 

 

３－３－１２ 大規模自然災害リスクに対応する未経過保険料の計算 

  平成１０年大蔵省告示第２３２号（以下「告示」という。）第１条の２に規

定する未経過保険料の計算に当たって留意すべき事項は以下のとおり。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ⑴ 収入保険料が予定利率により割り引かれている場合は、下式により計算

した予定利息相当額を加えて当該事業年度に対応する保険料を計算してい

るか。 

  予定利息相当額＝予定利息相当額加算前の未経過保険料×予定利率 

          ／（１＋予定利率） 

 

 ⑵ 告示第１条の２に規定する大規模自然災害ファンド以外の既経過保険料

の額は、過去の発生保険金実績（告示第１条の２に規定する大規模自然災

害リスクに係る発生保険金を除く。）と事業費実績を基礎として、合理的に

計算した金額となっているか（計算期間が短いため、一時的に事業費又は

発生保険金の額が高いと認められる場合等において、他の合理的な方法に

より計算する場合を除く。）。 

 

 

 


